令和７年度第１回宝塚市パブリック・コメント審議会議事録

１　開催日　　令和7年８月18日（月）午前１０時００分～１１時３０分
２　開催場所　宝塚市役所４階　特別会議室
３　出席者　　委員８名、市長、事務局3名、傍聴人０名
４　議事
（１）会長及び会長職務代理者の選出について
（２）令和6年度パブリック・コメント手続の実施及び運用状況の評価について
（諮問）・・・資料１
（３）令和6年度パブリック・コメント実施状況について・・・資料２
（４）令和7年度審議会のスケジュールについて・・・資料３
　　　　　
事務局　　（開会）
ただ今から令和7年度第１回宝塚市パブリック・コメント審議会を開催する。
事務局　　　本日の出席者は委員8名中全員出席で、審議会は成立、傍聴希望者はなし。
　　　　　　市長から委員に委嘱状を交付する。任期は、発令の日から令和９年８月８日ま
でとなる。
市　長　　（市長あいさつ）
　　　　　【要旨】
　　　　　　市政の推進には、市民の皆さんから広く意見を聞くことは重要であると考え
ている。意見を聞く方法は様々な方法がある。パブリック・コメントもその一つ
であり、大切なプロセスであると考えている。昨年度にパブリック・コメントが
行われた３つのパブコメ案件の実施及び運用状況について、委員からご意見を
いただくこととなる。
パブリック・コメント制度が、より充実したものとなるよう審議会において忌
憚のない意見を出していただきたい。
市政を前に進めていく上で、どうかみなさんのお力添えをいただきたい。
事務局　　　資料として、委員名簿を参照する。
（委員の紹介）
　　　　　（事務局の紹介）
　　　　　　次第に沿って議事を進める。
　　　　　　議事１　会長及び会長職務代理者の選出について、パブリック・コメント審議
会規則第４条第１項の規定により、会長は委員の互選による、と定められている。
選出方法にて何か意見はあるか。
委　員　　　事務局一任する。
事務局　　　事務局一任の声を貰う。本市では様々な審議会があるが、それぞれの審議会
においては専門的知識が必要であることから、知識経験者の委員の方に会長
をお願いしているケースが一般的でありますので、事務局としては山下委員
を提案する。
委　員　　　（異議なし）　　　　
事務局　　　　承認を得られたものとして、会長を山下委員として決定する。
会　長　　　（会長のあいさつ）
　　　　　　【要旨】
　　　　　　　パブリック・コメント審議会は、市民の声を市政に反映する重要な制度であ
る。この審議会では、前年度の実施されたパブリック・コメント手続が適切に
行われているかを検証するとともに、この制度に係る手続きをどのように改
善すればいいのかという点まで踏み込んで、意見を述べる重要な役割を持つ。
　この審議会は、堅苦しい審議会ではなく、委員が自由活発に発言できる会議
にしたい。委員の皆さんにおいても肩の力を抜いて気楽に発言をお願いした
い。会長としては、そうできる雰囲気を作りたいと考えている。
事務局　　　　続いて、職務代理者について、会長の指名を願う。
会　長　　　　前期に引き続いて、善教委員にお願いしたい。委員に了承をうかがう。
委　員　　　　本人了承。
事務局　　　　それでは、この後、会議の進行を山下会長にお願いする。
会　長　　　　次第に従って、議事を進める。議事２の「令和６年度パブリック・コメント
手続の実施及び運用状況の評価について（諮問）」について、事務局から説明
をお願いする。
事務局　　　　本審議会の担当事務の一つに「令和６年度パブリック・コメント手続の実施
及び運用状況の評価に関する事項」がある。令和６年度に実施したパブリッ
ク・コメントについて、実施及び運用状況に対して評価するものである。
市長から会長に諮問書（資料1）を渡す。

（市長から会長に諮問書の交付）
　　　　　　
（市長が公務の都合上のため退席）　
会　長　　　　議事３「令和６年度パブリック・コメント手続の実施状況について」だが、
　　　　　　資料２を参照ください。実施状況について、事務局から説明をお願いする。
事務局　　　　令和６年度に行われたパブリック・コメント（案件１～３）について、説明
を行う。３件の意見提出人数は２２名、意見提出件数６３件である。
会　長　　　　事務局からの説明について、何か質問、意見等はあるか。案件数が少なかっ
た理由は何かあるのか。
事務局　　　年度によるが、計画のサイクルが５年という事が関係しているのではないか。今年度予定されているパブリック・コメントは１４件程度ある。
委　員　　　パブリック・コメントの案件の冊子は、市の窓口等に備え置かれたり、市ホー
ムページなどで市民に知らせているだけなのか。
会　長　　　この審議会では、これらの冊子を委員に見てもらい、意見の聞き方としてこん
　　　　　な方法でいいのか、こんな工夫をして変えてみてはどうかなどについてみんな
　　　　　で議論する。提出した意見に対して、市がこんな回答がされているが、この回答
　　　　　でいいのか、など気になったところについて意見を交わす。そういうことについ
て議論する場である。
　　　　　　諮問があった案件について、次回の審議会から評価に向けた具体的な審議に
入っていく。
会　長　　　議事４「令和７年度審議会のスケジュールについて」について、具体的な審議
方法と合わせて事務局から説明をお願いする。
事務局　　「令和７年度審議会のスケジュールについて」の説明を行う。（資料３）
　　　　今年度は、本日（8/18）を含めて４回の開催予定である。
　　　　２回目　10/14（火）案件１～３を審議
　　　　３回目　10/27（月）全体評価及び未実施案件の評価
　　　　４回目　11/17（月）答申案についての審議
　　　　開催時間は何れも午前１０時から２時間程度、場所は中央公民館を予定している。
　　　　答申書を１２月中（１２/２４予定）に市長への提出予定である（場所は、特別会
議室）。開催通知は事前に委員に郵送する。
委　員　　次回の10/14（火）について、都合がつかないので変更の申出。
事務局　　日程調整させていただき、後日開催通知を送付する。
会　長　　配布している封筒の中身について、総合・個別評価表が入っているが、9/19（金）
の期限までに提出をお願いする。
事務局　　メールで様式を送信可能なので、申出があれば送信する。
会　長　　委員からの回答を事務局で内容を集約し、表にまとめ、第２回で具体的に評価に
ついて進めていく。パブリック・コメント手続資料として、マニュアル等を配布さ
れている。今回新たに選ばれた委員の方に、評価表の作成について、評価の仕方な
ど簡単に事務局から説明をお願いする。何をするのか、説明をお願いできないか。
事務局　　封筒には、様式２種類の個別評価表（A4を３枚）、総合評価表（A3で１枚）が
入っている。この様式は、必要事項を記入していただく。通知文の次に「評価の考
え方」に基づいて評価をいただくこととなる。評価項目は、評価表の斜線が入って
いない箇所である。評価は、◎、〇、×の評価を委員にはお願いしたい。それを基
にして、総合評価表を作成する。
事務局　　補足説明を行う。評価対象である３件が、ファイルに意見募集時のものと、結果
　　　　公表の冊子の２種類が綴じられている。意見募集のものは、色紙の表紙に募集要項、
概要版、計画等本編が綴じられている。本編は詳細な内容が書かれている。
結果公表の冊子については、結果公表のお知らせ、市民からいただいた意見に対
する市の考え方等（市からの回答）の一覧、修正後の概要版と計画等本編の順番
となっている。
委員には、まずこの各案件の意見募集のものと結果公表のものの冊子に目を
通していただき、個別評価表の色掛け部分を評価したうえで、A～Eの総合評価
をすることとなる。評価できる点、課題等の総合評価表に記載する。たとえば、
字が小さい、分かりにくいなど自由に表に記載する。
また、市職員向けのパブリック・コメント手続マニュアルにも時間のある時に
目を通していただければ。
会　長　　このマニュアルの2頁のフローチャート図において、上から３つ目以降が関心
事である。パブリック・コメントは、市の考えている計画案を市民が見て、これで
いいのか、ここはおかしいのではという点を意見として出し、議論していくもの
である。
色紙の表紙は、パブリック・コメントを実施しますというチラシのようなもの
である。そこにはキャッチコピーをいれましょうとなっている。キャッチコピー
を入れることで、市民の目に留めてもらい、又は手に取っていただきたい、とい
う事を意図している。色紙の次には、意見募集をするにあたっての簡単なまとめの
ようなものである。どのような計画を作るのか、どういう形で意見提出するのか、
問い合わせ先はどこですかなど、ポイントを簡単にまとめたものである。
更に、概要版は本体の計画案等を全て読むのは負担だという人のためのもの
である。概要版を見てもらっても良いし、計画案等を見てもらってもいい。
まず、意見募集の表紙を見て、評価シートに戻りキャッチコピーが適切か、意
見募集の要項にパブコメの趣旨、目的、背景、考え方、論点が分かりやすく書か
れているかを評価する。また、この要項には、計画案の決定過程、改正の場合に
前の計画との違いが分かるようになっているか。概要版は、付いているか、分か
りやすい内容のものであるかなどを評価することとなる。
事務局　　来年度から意見募集と結果公表の冊子の間に懐紙を入れる。
会　長　　市民から意見を貰った後の処理（結果公表）については、何人から意見を貰っ
たか、その意見をどのように反映させたか、一覧表にまとめられる。つまり、意
見受けて修正した場合に修正内容が分かりやすく説明されているか、修正しなか
った場合にはなぜ修正しなかったのかきちんと説明されているかという点が最も
重要なことである。意見募集の際の情報提供が適切にできているか、計画案はわか
りやすく作られているか、意見を提出後その意見に対して市は適切に対応できて
いるのかという点を評価するわけだ。
　　　　　その上で個別評価シートを作成し、総合評価はそれを全体としてA～Eの段階評
価をする。その際に、評価できる事項、課題となる問題点について、各人の意見
を記載する。事務局は、この評価表を取りまとめて一覧にし、手続マニュアルに反
映させリメイクする。
会　長　　委員には、過去数年度分の答申書は情報提供されているか。
事務局　　していないので、後日送信・送付する。
会　長　　評価表の作成過程で、分からないことがあれば市民相談課に問い合わせをして
ください。
委　員　　委員の仕事は、市のパブリック・コメントを受けて、市の対応を評価するという
認識でいいのか。
事務局　　概ねそうである。
委　員　　計画の中身については、評価しないのですね。
委　員　　伝え方や分かりやすさは、評価しなければならない。計画内容が妥当なのか、数
値が正しいのかという事ではなく、字の大きさ、項目の立て方や文字ばかりなのか
という点は評価する必要がある。
　先ほど見た市民の意見に対する市の対応や概要版は重要である。
事務局　　パブコメマニュアルについて、市職員はこのマニュアルを見てパブコメをする。
このマニュアルは、毎年度答申を受け、その内容を反映させてリメイクしている。
今年度については、パブコメ予定の担当課職員に研修を実施した。
委　員　　このマニュアルは、市民に向けて公表していないのか。
事務局　　内部資料というか、職員向けのマニュアルとなっている。
委　員　　案件の中で意見数が少ないものがある、意見提出しやすいものではないのか。
委　員　　とても重要な計画等ですが、市民の手に取ってもらえるようなものをつくる、こ
ういうものがあることを周知する方法などについて意見を言うのはできるのか。
会　長　　それは可能です。大事なことである。来年度以降に改善することにもつながる。
委　員　　全部を出して意見を聞きたいという形よりも、この部分に的を絞って意見募集
をすることの方がいいのでは。
委　員　　それは、誘導になる可能性がある。
会　長　　そのあたりのことも含めて今年度は議論したいと考えている。
委　員　　資料の廃棄について、どのように処分すればいいのか。
事務局　　市民に公開されているものなので、燃えるゴミで処分してもいいし、事務局に返
却されてもいい。
委　員　　パブコメの資料を見ていると、財政に関することや市立病院に関することなど
の内容が出てきて結構勉強になる。
委　員　　パブコメ手続マニュアルは、職員向けのものであるというが、公表していないの
か。
事務局　　このマニュアルは、積極的に公表はしていないが、情報公開請求があれば公開の
対象である。
会　長　　他に何かあるか。次回は、日程調整をお願いする。
事務局　　日程の再調整をする。日程については、改めて、開催通知を委員に送付する。
委員については、この日程で予定を確保していただきたい。
会　長　　事務局から何か連絡はあるか。報告事項は以上とする。
事務局　　審議いただく冊子資料及び総合評価一式を手元の封筒に紙ベースで配布してい
る。回答は、電子データでお願いしたい。9/19（金）までに回答をお願いする。な
お、電子データは近日中に委員にメールにて送信する。皆さんの評価をもとに次回
　　　　以降の審議に使う。
会　長　　その他、何かありますか。（なし）次回をよろしくお願いしたい。
　　　　　ここで本日は閉会とする。
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